
 

                                  

地域プランナー業務処理要領 

（目 的） 

第１条 公益財団法人北海道農業公社（以下「公社」という。）は、令和５年度（2023 年度）北海

道６次産業化サポート事業委託業務の実施に当たり、令和５年度（2023 年度）北海道６次

産業化サポート事業委託業務に係る委託契約書及び令和５年度（2023 年度）北海道６次産

業化サポート事業委託業務処理要領に定めるもののほか、本要領により支援対象者に専門

的な立場から適切な支援・助言等を行う専門家「地域プランナー（以下「プランナー」と

いう。）」の業務に必要な事項を定める。 

 

（業務形態） 

第２条 北海道６次産業化サポートセンター（以下「サポートセンター」という。）は、地域支援

検証委員会の決定を受けて、支援対象者にプランナーを派遣する。 

 

（業務内容） 

第３条 プランナーは、サポートセンターの依頼を受け、企画推進員が作成した経営改善戦略支

援計画に基づき、支援対象者（６次産業化等に取り組む農業者等）の経営改善戦略の作成

と実行を支援する。 

 

（謝 金） 

第４条  企画推進員の指示に基づき派遣支援を行った時、プランナーの謝金は１回の指導・助言

について 30,000 円（税別）とする。 

ただし、支援対象者が遠方に在住し宿泊を必要とする場合は１．５倍とする。 

なお。宿泊を必要とする要件は、復路の公共機関の出発時刻が 20 時以降となる場合、ま

たは、帰宅における到着が 22 時以降となる場合とする。 

 

（旅 費） 

第５条 プランナーの旅費は、公社の旅費規程に準じて支給する。 

２ 公共交通機関では予定時刻に間に合わないなどの理由で、自家用車を利用する場合は、

公社が事前に承認したときは、１ｋｍ当たり 37 円を燃料代として支給する。 

  ３ 企画推進員の指示を受けずに支援先を訪問した場合、当該旅費は支給しないものとする。 

 

（業務管理の方法） 

第６条 公社はプランナーの業務について、以下の方法により管理する。 

（１）プランナーは、企画推進員の指示を受けて経営改善戦略の作成と実行の支援を行う。 

（２）プランナーは、派遣にあたり企画推進員と調整の上、事前に「（様式１）地域プラン

ナー派遣実施計画書」をサポートセンターに提出する。 

（３）プランナーは、派遣支援の実施の都度、速やかに「（様式２）地域プランナー派遣支

援報告書」をサポートセンターに提出する。 

（４）支援対象者は、派遣支援終了の都度、速やかに「（様式３）地域プランナー派遣実施



確認書」をサポートセンターに提出する。 

 

 

（秘密保持に関する誓約） 

第７条 プランナーは、「秘密保持に関する誓約書」に基づき、その在任中及び離任後、その業

務に関して知り得た個人情報及び営業秘密（農業者等が秘密として管理している生産方法、

販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていな

いもの）の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないこと。 

 

（登録事項変更の届出） 

第８条 プランナーは、登録事項に変更があったときは、遅滞なく地域プランナー登録情報事

項変更届出書により公社へ届け出るものとする。 

（１）氏名 

（２）自宅住所及び連絡先 

（３）連絡先名、住所等 

（４）専門分野及び専門分野に関する職務歴並びに有する資格等 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるものの他、事業の実施に必要と認められる事項は、公社理事長が別

に定める。 

 

 

附  則 

   この要領は、令和 5年４月１１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


